


キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
要
綱

第
一

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
要
件
の
う
ち
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
若
し
く

は
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
行
う
法
人
若
し
く
は
団
体
に
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
当
該
法
人
若
し
く
は
団
体
の
役
員
で
な

い
者
で
あ
る
こ
と
を
削
除
す
る
こ
と
。

第
二

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。


